
 

大分県就労継続支援事業所活躍推進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、障がい者の地域における活躍推進を図るため、大分県就労継続支援事業

所活躍推進事業実施要領（令和７年３月３１日伺定。以下「実施要領」という。）に基

づき、就労継続支援Ａ型事業所及びＢ型事業所の指定を受けた事業者が取り組む事業拡

大や多様な働き方の推進等に要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交

付するものとし、その交付については、大分県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規

則第２７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。 

  

（定義）                  

第２条 この要綱において、就労継続支援Ａ型事業所及びＢ型事業所（以下「就労継続支

援事業所」という。）の定義は次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律 

第１２３号）第３６条第１項の規定に基づき障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６条の１

０第１号の就労継続支援Ａ型、または第２号の就労継続支援Ｂ型に係る指定障害福

祉サービス事業者の指定を受けた事業所 

 （２）指定障害福祉サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関 

する基準等を定める条例（平成２４年１２月２１日付け大分県条例第６２条）第２

条第２項第７号に規定する「多機能型」の事業のうちＡ型事業、またはＢ型事業を

実施する事業所 

  

（補助対象経費及び補助率） 

第３条 この補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助率は、別表１、別表２及び

別表３のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 規則第３条第１項の規定による申請は、補助金交付申請書（第１号様式）による 

ものとし、次に掲げる書類を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出しなけれ 

ばならない。 

 （１）事業計画書（第２号様式） 

 （２）収支予算書（第３号様式） 

 （３）誓約書（第４号様式） 

 （４）積算の根拠が確認できる資料 

（５）（賃上げ枠で申請する場合）賃金増加率試算表（第５号様式） 

（６）（賃上げ枠で申請する場合）全従業員の申請前１月分の賃金台帳の写し 

   ※給与形態等によっては、１月分以上必要となる場合がある。 

（７）（高工賃チャレンジ枠で申請する場合）平均工賃増加率試算表（第６号様式） 



（８）（高工賃チャレンジ枠で申請する場合）事業実施前年度および事業実施前々年度 

 における事業所工賃台帳（任意様式） 

（９）その他知事が必要と認める書類 

２ 規則第３条第３項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付 

すべき書類のうち省略することのできるものは、同条第２項第１号、第２号及び第６号 に

掲げる事項とする。 

３ 第１項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助 

金に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）仕入控除税額（補助対象 

経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定 

する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗 

じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければなら 

ない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない 

場合は、この限りでない。 

  

 （補助条件） 

第５条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容（賃上げ枠または高工賃チャレンジ枠から通常枠への変更を含む）

又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする場合は、補助事

業変更承認申請書（第７号様式）を知事に提出し、その承認を受けること。 

 （２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）承認申請書（第８号

様式）を知事に提出し、その承認を受けること。 

 （３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場 

   合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

 （４）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等 

   の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の 

   翌年度から起算して５年間整備保管すること。 

 （５）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

であってはならないこと。 

 （６）この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。） 

   は、知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、 

   貸付け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等 

   に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定め 

   られている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を 

   経過している場合はこの限りではないこと。 

 （７）財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後 

   においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従 

   って、その効率的な運用を図ること。 

 （８）財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとすると 

   きは、あらかじめ知事の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財 

   産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している 

   場合はこの限りではないこと。 



 （９）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の 

   全部又は一部を県に納付させることがあること。 

 （10）第４条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１０条 

   の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明 

   らかになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。 

 （11）第４条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１１条 

   の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当 

   該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額（前号の規定に 

   より減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を補助金に係る消 

   費税等仕入控除税額確定報告書（第９号様式）により速やかに知事に報告するとと 

   もに、当該金額を返還すること。 

 （12）その他、規則、実施要領及びこの要綱の定めに従うこと。 

２ 規則第５条第１項第１号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額 

に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。 

 （１）補助金の交付目的に反しない事業内容の変更（事業量の２０パーセント以内の減

少、場所・構造・規模・工法・機械種類・研修科目の変更以外の変更等） 

 （２）補助対象経費の２０パーセント以内の増減（又は補助対象経費の費目間における

流用で、いずれか少ない額の２０パーセント以内の増減） 

ただし、補助金の額の減額であり、事業の実績によるもので、内容に一切の変更が

ない場合は軽微の変更の範囲に含まれる。この場合にあっては、実績報告に併せて

変更の承認を申請すること。 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第６条 規則第６条の規定による通知は、補助金交付決定通知書（第１０号様式）により

行 うものとする。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第７条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通 

知書を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第８条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認める場合 

は、概算払の方法により交付することができる。 

  

（補助金の交付請求） 

第９条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとすると 

きは、補助金交付請求書（第１１号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（第１２号様式） 

によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日か 

ら起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年 

度の４月２０日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。 

 （１）事業実績書（第１３号様式） 



 （２）収支精算書（第１４号様式） 

（３）（賃上げ枠で申請する場合）賃金増加率計算表（第１５号様式）※必要に応じて 

 賃金増加率計算表対象外従業員一覧（第１６号様式） 

（４）（賃上げ枠で申請する場合）実績報告前（賃上げ後）の直近１か月分の賃金台帳 

   ※給与形態等によっては、１月分以上必要となる場合がある。 

（５）（高工賃チャレンジ枠で申請する場合）平均工賃増加率計算表（第１７号様式） 

（６）（高工賃チャレンジ枠で申請する場合）事業実施年度における事業所工賃台帳 

   （任意様式） 

（７）契約書又は見積書の写し 

（８）財産、成果物及び取組状況の写真 

（９）施設仕様書、カタログ等製品仕様がわかるもの 

（10）領収書又は請求書の写し 

（11）財産管理台帳の写し 

（12）その他知事が必要と認める書類 

  

（補助金の額の確定通知） 

第１１条 規則第１３条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書（第１８号様式） 

により行うものとする。 

  

（書類の提出部数等） 

第１２条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は１部とし、その様 

式及び 提出期限は、この要綱の本則に定めのあるもののほか、別に知事が定めるとこ 

ろによる。 

  

 附則 

 この要綱は、令和７年度の予算に係る大分県就労継続支援事業所活躍推進事業費補助金

から適用する。  

附則 

 改正後の要綱は、令和８年度の予算に係る大分県就労継続支援事業所活躍推進事業費補

助金から適用する。 



別表１（第３条関係） 

補助対象事業 事業実施主体 補助率 

及び補助上限額 

大分県就労継続支援事業所活躍推進

補助金 

就労継続支援Ａ型事業所又は就労

継続支援Ｂ型事業所 

詳細は別表２及び別表３の

とおり 

 

 

別表２（第３条関係） 

補助対象経費 事業実施主体 区分 分野 
補助率及び補助上限額 

補助率 補助上限額 

新たな事業分野への

参入または請負業務

の拡大につながる取

組に要する経費 

（詳細は別表３） 

・就労継続支援 

Ａ型事業所 

 

・就労継続支援 

Ｂ型事業所 

通常枠 

通常分野 １/２以内 １,０００千円 

重点支援分野 

※３ 
１/２以内 ２,０００千円 

（A 型事業所） 

賃上げ枠 

※１ 

 

（B 型事業所） 

高工賃チャレンジ枠 

※２ 

通常分野 ２/３以内 １,０００千円 

重点支援分野 

※３ 
２/３以内 ２,０００千円 

 

※１ 全従業員に支払う平均月額賃金（残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与及び  

   役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く）が、交付申請前の直近１ヶ月と比 

   較して、１.５％以上増加していること。 

※２ 事業実施前々年度における事業所平均工賃月額が、事業実施前々年度における県平均 

   工賃月額以上であり、令和８年４月１日～事業完了日の前月末日までの間の事業所平均工 

   賃月額が、事業実施前年度事業所平均工賃月額より１.５％以上上昇していること。 

※３ 重点支援分野とは、IT 分野または施設外就労に関する分野とする。  

 

 

 

 



別表３（第３条関係） 

科目 補助対象経費の内容 

報償費 ・事業において必要となる専門家・講師等に対する謝金等 

需用費 ・事業を進める上で必要なチラシ作成費や被服費等 

役務費 ・事業において必要な広告・宣伝の費用等 

委託料 
・商品開発のコンサルティング費用や設計委託、ホームページ制作委
託費等 

使用料 
及び 

賃借料 

・事業執行上必要な事務所等の賃料、備品のリースに要する経費及
び会場等の借り上げ料等 

備品 
購入費 

・事業執行上必要な備品の購入に要する経費 

工事 
請負費 

・建物等の工事費 

負担金 ・資料情報収集代、研修会参加費等 

注）以下の経費は補助対象経費から除く 
  ・単独の見積金額（税込）が１０，０００円を下回る経費 
  ・交付決定以前に購入した経費 
  ・租税公課（消費税を除く） 
  ・国等の助成金等や既存の補助事業で採択されたもの 
  ・領収書等により申請者が支払ったことを明確にできない経費 
  ・既に導入している機械の更新等に係る経費 
  ・その他、当該事業に直接関わりのない経費や社会通念上適切でない経費 

 

1  事業費の算出にあっては、原則、複数の見積書を添付し、適正な価格であることを確認し

たうえで最低額とすること。 


